
１
０
月
か
ら
の
労
務
に
関
す
る
法
改
正 

 
平
成
１
９
年
度
に
お
い
て
は
、
数
多
く
の
労
働
関
係
諸
法
令
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
が
、
１
０
月
以
降
も
幾
つ
か
改
正
点
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。
特
に
１
０
月
以
降
の
離
職
に
つ
き
ま
し

て
は
、
離
職
理
由
に
よ
り
受
給
資
格
要
件
が
違
っ
て
き
ま
す
の
で

留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

 

●
外
国
人
労
働
者
の
届
出 

１
０
月
か
ら
改
正
雇
用
対
策
法
が
施
行
さ
れ
、
外
国
人
労
働
者

の
届
出
が
強
化
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
年
に
１
度
、
６
月
の

届
出
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
１
０
月
以
降
は
、
原
則
と
し
て
、

外
国
人
労
働
が
入
退
社
す
る
都
度
、
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

届
出
に
関
し
て
は
、
雇
用
保
険
の
加
入
有
無
や
雇
用
期
間
の
長
短

に
関
わ
ら
ず
、
特
別
永
住
者
を
除
く
外
国
人
を
雇
用
す
る
場
合
す

べ
て
に
必
要
と
な
っ
て
お
り
、
更
に
平
成
１
９
年
１
０
月
１
日
時

点
で
雇
用
し
て
い
る
外
国
人
も
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
は

こ
れ
ま
で
以
上
に
外
国
人
労
働
者
の
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
雇
用
の
際
に
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
外
国
人
登
録
証
明
書
等
に

よ
り
在
留
資
格
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
な
お
提
出
を
怠
っ
た
場
合

や
、
虚
偽
の
届
出
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
３
０
万
円
以
下
の
罰
金

の
対
象
に
な
り
ま
す
の
で
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

（
１
）
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
に
該
当
す
る
外
国
人 

         

（
２
）
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
に
該
当
し
な
い
外
国
人 

  

（
３
）
平
成
１
９
年
１
０
月
１
日
時
点
で
現
に
雇
い
入
れ
て
い
る 

外
国
人 

 

●
自
己
都
合
退
職
者
の
要
件
変
更
（
雇
用
保
険
） 

雇
用
保
険
の
基
本
手
当
（
い
わ
ゆ
る
失
業
保
険
）
の
受
給
資
格

要
件
と
し
て
被
保
険
者
期
間
（
勤
続
期
間
）
が
従
来
は
６
ヶ
月
以

上
あ
れ
ば
受
給
資
格
を
満
た
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
１
９
年
１

０
月
以
降
の
離
職 

に
関
し
て
は
離
職
理
由
に
よ
り
以
下
の
よ
う

に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。 

自
己
都
合
退
職
の
場
合
は
、
従
来
で
あ
れ
ば
６
ヶ
月
以
上
あ
れ

ば
要
件
を
満
た
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
後
は
１
年
以
上
の
勤
続
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
１
０
月
以
降
は
、
離
職
理
由
を
め
ぐ
っ
て
労

使
ト
ラ
ブ
ル
の
増
加
が
予
想
さ
れ
ま
す
。 

  
●
助
成
金
の
改
正 

高
齢
者
雇
用
に
つ
い
て
は
「
特
定
就
職
困
難
者
雇
用
開
発
助
成

金
」
が
あ
り
ま
す
。
旧
制
度
で
は
、
雇
入
れ
後
に
支
払
っ
た
賃
金

に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算

定
し
た
額
に
助
成
率
を
乗
じ
て
助
成
額
が
決
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
今
回
の
改
正
で
は
、
助
成
金
を
よ
り
利
用
し
易
く
す
る
観

点
か
ら
、
雇
入
れ
た
労
働
者
一
人
当
た
り
に
一
定
額
を
支
給
す
る

方
法
に
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。（
下
の
表
が
改
正
後
） 
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提出期限 届出方法 

雇
入
れ
の
場
合
は
翌
月
１
０
日
ま
で
に
、
離
職

の
場
合
は
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
０
日
以
内 

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
資
格
の
取
得
届
ま
た

は
喪
失
届
の
備
考
欄
に
、
在
留
資
格
、
在
留
期

限
、
国
籍
等
を
記
載 

提出期限 届出方法 

雇
入
れ
、
離
職
の
場
合
と
も
に
翌
月
末
日
ま
で 

別
途
定
め
る
届
出
様
式
に
、
氏
名
、
在
留
資
格
、

在
留
期
限
、
生
年
月
日
、
性
別
、
国
籍
等
を
記
載 

提出期限 届出方法 

平
成
２
０
年
１
０
月
１
日 

※
そ
れ
ま
で
に
離
職
し
た
場
合
は
、
前
記
（
１
）

ま
た
は
（
２
）
に
よ
り
届
出 

別
途
定
め
る
届
出
様
式
に
、
氏
名
、
在
留
資
格
、

在
留
期
限
、
生
年
月
日
、
性
別
、
国
籍
等
を
記
載 

対象労働者 大企業 中小企業 
高齢者・障害者 50万円 60万円 
重度障害者 100万円 120万円 
短時間労働者 30万円 40万円 

対象労働者 大企業 中小企業 
高齢者・障害者 １／４ １／３ 
重度障害者 １／３ １／２ 

改正後 


